
船舶事故調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月２２日 １３時２９分ごろ 

発生場所 新潟県上越市直江津港北東方沖 

 直江津港沖防波堤北灯台から真方位０５１°１.６海里付近 

 （概位 北緯３７°１４.７′ 東経１３８°１８.１′） 

事故の概要  遊漁船初
はつ

栄
えい

丸は、漂泊状態から発進した際、また、プレジャーボー

トBIG
ビッグ

 WAVE
ウェーブ

は、錨泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年８月２１日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 初栄丸、１３トン 

   ＮＧ２－２０７４（漁船登録番号）、個人所有 

   第２３４－２９３６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート BIG WAVE、３トン 

   ＮＧ３－１９２４６（漁船登録番号）、個人所有 

   第２２０－２１６２８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部ハンドレールに塗膜剝離 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮流 南西流 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客１２人を乗せ、漂泊して

流し釣りを行ったのち、船首を西方に向けて帰港の準備を始めた。 

Ａ船は、船長Ａが帰港の準備が終わったので主機を微速力前進とし

て発進したところ、Ｂ船と衝突した。 

船長Ａは、潮流により約０.４ノットの対地速力で南西方へ圧流さ

れてＢ船に接近していることに気付かなかったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、船首を北方に

向けて釣りをしながら錨泊中、船長Ｂが、右舷船首方から接近して来

るＡ船を認めたものの、Ａ船がＢ船を避航すると思い、釣りを続けて

いたところ、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、漂泊中、船長Ａが、周囲の見張りを適切に行っていなかっ

たことから、潮流により圧流されて錨泊中のＢ船に接近していること

に気付かずに発進し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、錨泊中、船長Ｂが、接近するＡ船を認めたものの、Ａ船が



Ｂ船を避けると思い、衝突を避けるための措置を採らずに錨泊を続け

たことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが周囲の見張りを

適切に行っていなかったため、潮流により圧流されてＢ船に接近して

いることに気付かずに発進し、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避ける

と思い、衝突を避けるための措置を採らずに錨泊を続けたため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航走を開始するときは、周囲の状況を十分に確認すること。 

 ・錨泊中においても、接近して来る他船を認めた場合、適切な時機

に音響信号を行うとともに、必要に応じて機関を始動して錨索の

余裕の範囲で移動すること。 

 


